
 
 

２０１５年 ６月 

  特許業務法人 志賀国際特許事務所 

（外国事務部 原田雅史） 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。 

 

欧欧州州特特許許情情報報  欧欧州州特特許許庁庁にによよるる欧欧州州統統一一特特許許のの年年金金額額のの提提案案  

 

欧州連合（EU-現加盟国28か国）の枠内で構築される欧州統一特許において、欧州特許庁より特許維

持年金の料金の提案が行われました。提案は都合2回行われ、1回目の提案は2015年3月に統一特許保

護に関する特別委員会の討議のための素案、2回目は2015年5月7日付で同委員会に提出された修正案

となっています。具体的な提案の内容は、欧州特許の上位展開国4ヶ国の年金額の合計に基づく料金設

定モデルTOP4、True TOP4と、上位展開国5ヶ国の年金額の合計に基づく料金設定モデルTOP5、True TOP5、

及びTOP5をベースとした中小企業や大学向けの特定割引料金（25%割引）の提示となっています。統一

特許の年金額について規則では具体的な取決めはなく、金額を設定する際の指針が総花的に示されてい

るのみです（規則12条）。欧州特許庁はこの指針を参照しながら「制度の存続を可能にしつつ権利者に

とっても適切な金額」として料金設定をしたということです。しかし、1回目の提案で2年次から5年

次の金額が現行の欧州特許出願の出願維持年金額(Internal Renewal fee - IRF)と同額に設定されたこ

とついて、関係者、関係団体等より「英、独、仏等欧州各国の登録初期段階の金額はもっと安いので、

この料金は高いのではないか」との声が上がり、これに配慮する形で修正案が提出されたものです。最

終的な料金は委員会の検討を経て決定されることになりますが、上記経緯の下に提出された欧州特許庁

による第1回提案と修正提案の設定料金を取りまとめると次表の通りとなります。    （金額：ユーロ）         

 
第１回提案 修正提案 第１回提案 修正提案 

EPO IRF 
英,独,仏 

3国 年金計TOP4 True TOP4 TOP5（特定割引） True TOP5（同左）

2年次 350 35 350(262.50) 85(63.75) 0 43

3年次 465 105 465(348.75) 165(123.75) 465 113

4年次 580 145 580(435.00) 255(191.25) 580 113

5年次 810 315 810(607.50) 455(341.25) 810 216

6年次 855 475 880(660.00) 645(483.75) 1,040 315

7年次 900 630 950(712.50) 825(618.75) 1,155 408

8年次 970 815 1,110(832.50) 1,050(787.50) 1,265 529

9年次 1,020 990 1,260(945.00) 1,255(941.25) 1,380 642

10年次 1,175 1,175 1,475(1106.25) 1,475(1106.25) 1,560 764

11年次 1,460 1,460 1,790(1,790) 1,790(1,790) 1,560 947

12年次 1,775 1,775 2,140(2,140) 2,140(2,140) 1,560 1,160

13年次 2,105 2,105 2,510(2,510) 2,510(2,510) 1,560 1,386

14年次 2,455 2,455 2,895(2,865) 2,895(2,865) 1,560 1,632

15年次 2,830 2,830 3,300(3,300) 3,300(3,300) 1,560 1,901

16年次 3,240 3,240 3,740(3,740) 3,740(3,740) 1,560 2,200

17年次 3,640 3,640 4,175(4,175) 4,175(4,175) 1,560 2,497

18年次 4,055 4,055 4,630(4,630) 4,630(4,630) 1,560 2,805

19年次 4,455 4,455 5,065(5,065) 5,065(5,065) 1,560 3,102

20年次 4,855 4,855 5,500(5,500) 5,500(5,500) 1,560 3,398

合計 37,995 35,555 43,625(41,625) 41,995(40,372.50) 23,855 24,171

以上 


